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障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議について 

 

 

今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運

営を図るため、「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成１８年４月１日から

適用することとされたところであるが、同要綱の４に基づき、別紙のとおり実施協議を受

けることとしたので通知する。 

なお、都道府県におかれては、管内市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。）

及び公益法人等関係団体に対して、この旨周知願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

 

障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議について 

 

 

１．今回協議を受ける事業 

  「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」（以下「実施要綱」という。）の２の（１）

に定める障害者自立支援調査研究プロジェクト 

 

２．提出書類 

（１） 平成１８年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書及び所要額内訳書（別紙２） 

（２） 平成１８年度歳入歳出（収入支出）予算（見込）書抄本 

（３） 公益法人等においては、 

ア 定款、寄付行為又はこれらに相当する規則等 

イ 役員名簿 

ウ 団体概要及び活動実績がわかる資料（パンフレット、事業報告書等） 

（４） その他（事業の内容について参考となる資料等） 

 

３．提出期限 

  平成１８年５月３１日（水） 

 

４．提出方法 

（１）市町村、一部事務組合又は広域連合においては、都道府県を経由して厚生労働省に

提出すること。 

（２）都道府県及び公益法人等においては、直接厚生労働省に提出すること。 

 

５．障害者保健福祉推進事業等に係る国庫補助基準（案） 

   補助の基準額及び補助率は、実施要綱の２に掲げる事業区分に応じ、次を基本として

予算の範囲内で補助する。 

   ただし、交付額が５０万円に満たない場合は、原則として補助対象としない。 

（１） 障害者自立支援調査研究プロジェクト 

 基準額は１件当たり２０，０００千円以内を基本とし、補助率は１０分の１０とす

る。 



 

（２） 障害者自立支援法施行円滑化事務等 

ア．都道府県に対する補助 

基準額は１０，０００千円、補助率は２分の１とする。 

  イ．市町村等に対する補助 

次の人口規模の区分に応じてそれぞれに定める額を基準額とし、補助率は２分の

１とする。 

  人口３００，０００人以上            ６，０００千円 

  人口１００，０００人以上３００，０００人未満  ５，０００千円 

  人口３０，０００人以上１００，０００人未満   ３，０００千円 

  人口５，０００人以上３０，０００人未満     ２，０００千円 

  人口５，０００人未満              １，０００千円 

 

６．対象経費（案） 

障害者保健福祉推進事業等に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金とする。 

なお、障害者自立支援法施行円滑化事務等に係る市町村に対する補助においては、一

部事務組合又は広域連合において処理する事業に要する当該市町村の経費を補助対象に

含めることができること。 

 

７．その他 

障害者自立支援法施行円滑化事務等分に係る国庫協議については、別に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件に係る照会先） 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部企画課 盛山・上原 

Tel.03-5253-1111 内線3028・3007  



（別紙２） 

 

平成１８年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書及び所要額内訳書 

 

都道府県名、市町村名又は公益法人等名 

 

 

１．事業実施計画書 

事業区分 

 

（区分番号） 

※実施要綱の２に掲げる(1)又は(2)のいずれかの番号を記入すること 

 

①事業名 （具体的な事業名を記入すること。） 

②事業実施目的 

 

 

③事業実施計画 

 

 

 

 

④国庫補助所要額             千円 

⑤事業実施予定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで 

⑥事業実施予定場所  

⑦事業内容  

 

 

 

 

 

⑧事業の効果及び活用

方法 

 

 

（注） １．事業ごとに別葉とすること。 
 ２．②は、実施する事業の目的を詳細に記入すること。 
 ３．③は、実施する事業の具体的な計画を詳細に記入すること。 
 ４．⑦は、実施する事業の事業項目、客体、事業の実施方式等を具体的かつ詳細に記入するこ

と。当該欄に記入困難な場合は任意様式で提出することも可。 
また、事業の実施に当たって参考となる資料があれば添付すること。 

 ５．⑧は、実施する事業の効果と活用方法を具体的に記入すること。 
 ６．調査事業に関する事業については、別添「調査事業計画書」を添付すること。 



別 添 

調査事業計画書 

調 査 名  

調査対象地区 
 

 

調査対象者等 
 

 

悉皆・抽出の

別 

（悉皆・抽出） 

（抽出の場合は抽出方法） 

 

調 査 方 法 

（聞き取り、郵送等の方法を具体的に記入） 

 

 

調 

査 

対 

象 

調 査 客 体 数 

 

 

 

調 査 内 容 

（主要調査事項及び内容） 

 

 

 

 

 

調 査 時 期 
 

 

調 査 結 果 の 

主 要 集 計 項 目 

 

 

 

 

 

調査結果の活用法 
 

 

そ の 他 参 考 事 項 
 

 

 



２．支出予定額内訳書 

都道府県名.市町村名又は公益法人等名 

 

 

経費区分 対象経費の 

支出予定額 

積算内訳 備考 

（例） 

賃  金 

報 償 費 

旅  費 

消耗品費 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

合計  

（単価、員数、回数等を詳細に記入すること。） 

（必要に応じ、内訳を別紙で添付すること。） 

 

（注） １．協議する事業ごとに別葉とすること。 
 ２．対象経費ごとに区分して記入すること。 


